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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　掌部の法線と各指の基節骨とのなす角が該各指で互いに異なるように手を支持する支持
部と、
　前記手に対し光を照射する光源であって、前記支持部が前記掌部の法線と各指の基節骨
とのなす角が互いに異なるように前記各指を支持した状態で、異なる指の複数の関節の側
部に対して該光を照射する光源と、
　前記手からの透過光、散乱光及び反射光のうち少なくとも１つを検出する検出器と、
を備える撮影装置。
【請求項２】
　前記支持部の形状が螺旋階段状であり、該螺旋階段状の形状の１段毎の高さ及び回転角
が可変である、請求項１に記載の撮影装置。
【請求項３】
　前記支持部は円錐面を有し、該円錐面の形状が可変である、請求項１に記載の撮影装置
。
【請求項４】
　前記支持部は指の先端から第一関節までの間の部分のみを支持する、請求項１に記載の
撮影装置。
【請求項５】
　前記支持部は、平面状の支持部を備え、
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　前記光源は、前記平面状の支持部上に前記手を配置した状態で、前記手に対し光を照射
する、請求項１から４のいずれか一項に記載の撮影装置。
【請求項６】
　前記支持部の形状が可変である、請求項１に記載の撮影装置。
【請求項７】
　前記光源は発光波長が切り替え可能である、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の撮
影装置。
【請求項８】
　前記光源は同時に複数の波長で発光する、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の撮影
装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載の撮影装置と、
　前記検出器からの信号に基づいて手の特性情報を取得する取得部と、
を備える撮影システム。
【請求項１０】
　手の掌部の法線と各指の基節骨とのなす角が該各指で互いに異なるように該手を支持す
る工程と、
　前記掌部の法線と各指の基節骨とのなす角が互いに異なるように前記手を支持した状態
で、光源から前記手に対して光を照射し、異なる指の複数の関節の側部に対して該光を照
射する工程と、
　前記手からの透過光、散乱光及び反射光のうち少なくとも１つを検出する工程と、
を含む撮影方法。
【請求項１１】
　手からの透過光、散乱光及び反射光のうち少なくとも１つを撮影する撮影装置であって
、
　掌部の法線と各指の基節骨とのなす角が該各指で互いに異なるように手を支持する、支
持部材と、
　前記支持部材に支持された手に対し光を照射する光源と、
を備える撮影装置。
【請求項１２】
　手からの透過光、散乱光及び反射光のうち少なくとも１つを撮影する撮影装置であって
、
　異なる指の複数の関節の側部に同時に所定の方向からの光が照射されるように手を支持
する、支持部材と、
　前記支持部材に支持された手に対し光を照射する光源と、
を備える撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光を用いた血管の撮影装置、撮影システム、撮影方法及び撮影装置で用いら
れる支持部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体内の組織構造、例えば血管構造を撮影可能な装置としては、例えばＭＲＩ（magnet
ic resonance imaging：核磁気共鳴画像法）、Ｘ線ＣＴ（Computed Tomography）、超音
波エコーなどを用いる装置がある。これらの技術を用いることで、描出された血管像だけ
でなく生体組織の断層構造についての知見も得ることが可能であり、これらの技術は医療
現場で広く活用されている。
【０００３】
　しかしながら、これらの技術には造影剤の使用あるいは被爆等の課題があるため、非被
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曝非侵襲な観察方法が求められている。
【０００４】
　また、生体組織を光で撮影する手法も提案されている。特許文献１には、リウマチ性関
節炎（関節リウマチ）等の炎症性疾患の診断および治療監視のため、生体に対して透過性
が高い近赤外光を用い血管を撮影する技術が開示されている。
【０００５】
　ここで、関節リウマチはすべての関節で同時に発症するとは限らないため、疾患状態の
観察は複数の関節に関して行うことが好ましい。例えば手の場合であれば、同時に複数の
指の関節を観察できることが好ましい。そして関節リウマチによる炎症を評価するために
は、罹患した関節を掌側や手の甲側から観察するだけでなく複数の方向から観察すること
も望まれている。たとえば指の関節を関節の側方から撮影できることが求められている。
【０００６】
　しかしながら、同時に複数の指の関節を側方から撮影するためには、同時に複数の指の
関節側部が撮影カメラから観察可能である必要があり、複数関節の側部同時撮影を可能と
する指の配置は限られている。例えば平面上に手を広げておく場合には複数関節の側部の
同時撮影は困難である。しかし、先行技術を含め、複数の指の関節側部を同時に撮影可能
な指の配置を安定的に実現する技術は開示されておらず、開発が望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２０１０－５３６０４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明は、複数の指の関節側部を同時に撮影可能な撮影装置、撮影システム、
撮影方法及び撮影装置で用いられる支持部材を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施態様による撮影装置は、掌部の法線と各指の基節骨とのなす角が該各指
で互いに異なるように手を支持する支持部と、前記手に対し光を照射する光源であって、
前記支持部が前記掌部の法線と各指の基節骨とのなす角が互いに異なるように前記各指を
支持した状態で、異なる指の複数の関節の側部に対して該光を照射する光源と、前記手か
らの透過光、散乱光及び反射光のうち少なくとも１つを検出する検出器とを備える。
【００１０】
　また、本発明の他の実施態様による撮影システムは、掌部の法線と各指の基節骨とのな
す角が該各指で互いに異なるように手を支持する支持部と、前記手に対し光を照射する光
源であって、前記支持部が前記掌部の法線と各指の基節骨とのなす角が互いに異なるよう
に前記各指を支持した状態で、異なる指の複数の関節の側部に対して該光を照射する光源
と、前記手からの透過光、散乱光及び反射光のうち少なくとも１つを検出する検出器とを
有する撮影装置、並びに前記検出器からの信号に基づいて手の特性情報を取得する取得部
を備える。
【００１１】
　さらに、本発明の他の実施態様による撮影方法は、手の掌部の法線と各指の基節骨との
なす角が該各指で互いに異なるように該手を支持する工程と、前記掌部の法線と各指の基
節骨とのなす角が互いに異なるように前記手を支持した状態で、光源から前記手に対して
光を照射し、異なる指の複数の関節の側部に対して該光を照射する工程と、前記手からの
透過光、散乱光及び反射光のうち少なくとも１つを検出する工程とを含む。
【００１２】
　また、本発明の他の実施態様による撮影装置は、手からの透過光、散乱光及び反射光の
うち少なくとも１つを撮影する撮影装置であって、掌部の法線と各指の基節骨とのなす角
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が該各指で互いに異なるように手を支持する支持部材と、前記支持部材に支持された手に
対し光を照射する光源とを備える。
【００１３】
　さらに、本発明の他の実施態様による撮影装置は、手からの透過光、散乱光及び反射光
のうち少なくとも１つを撮影する撮影装置であって、異なる指の複数の関節の側部に同時
に所定の方向からの光が照射されるように手を支持する支持部材と、前記支持部材に支持
された手に対し光を照射する光源とを備える。
【００１４】
　本発明によれば、複数の指の関節側部を同時に撮影可能な撮影装置、撮影システム、撮
影方法及び撮影装置で用いられる支持部材を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】基節骨と掌部の法線とのなす角度について説明する図である。
【図２】本発明の一実施形態による撮影装置の概略図である。
【図３】本発明の一実施形態において支持される手の配置例を示す。
【図４】本発明の一実施形態において支持される手の配置例を示す。
【図５】本発明の一実施形態による支持部の一例の概略図である。
【図６】本発明の一実施形態による支持部の別例の概略図である。
【図７】本発明の一実施形態による支持部の別例の概略図である。
【図８】本発明の実施例１による撮影装置の概略図である。
【図９】本発明の実施例２による撮影装置の概略図である。
【図１０】本発明の一実施形態の変形例による撮影装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明を実施するための例示的な実施形態及び実施例を、図面を参照して詳細に
説明する。ただし、以下の説明は例示的なものであり、当該説明によって本発明が限定さ
れるものではない。また、以下の実施形態及び実施例で説明する寸法、材料、形状、構成
要素の相対的な位置等は任意であり、本発明が適用される装置の構成又は様々な条件に応
じて変更できる。なお、本明細書において、手とは手首から指先までの部分であり、掌部
とは手の一部であり、指以外の部分を指す。手の特性情報とは、手、特に指の内部の血管
や骨などの生体組織（吸収体）の分布に関連する情報を指す。特性情報は、反射率や透過
率、吸収率など光学的な特性を数値データとしてではなく、手の内部の吸収体の各位置の
分布情報として求めてもよい。さらに、特性情報は、画像化するために輝度や色の情報を
付与した画像データであってもよい。また、上下とは重力方向における上方向と下方向と
にそれぞれ対応する。
【００１７】
　本発明の一実施形態は、光を用いた血管の撮影装置、撮影システム、撮影方法及び撮影
装置で用いられる支持部材、特に関節リウマチに伴う関節近傍の新生血管群を撮影する撮
影装置、撮影システム、撮影方法及び撮影装置で用いられる支持部材に関する。以下、図
１乃至７を参照して、本発明の一実施形態による撮影装置について説明する。
【００１８】
　まず、図１を参照して本発明の一実施形態による撮影装置の撮影対象となる人体の手、
特に掌部の法線と各指の基節骨とのなす角度について説明する。
【００１９】
　図１は、左手を手の甲側から俯瞰した模式図である。図１は、掌部の法線１０１、第一
指１０７、第二指１０８、第三指１０９、第四指１１０、第五指１１１、及び各指の基節
骨１０２，１０３，１０４，１０５，１０６を示す。
【００２０】
　図１に示す掌部の法線１０１は、指を開いた状態における掌部の面、すなわち掌又は手
の甲の面に対して略垂直な方向に定義される。
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【００２１】
　基節骨１０２，１０３，１０４，１０５，１０６は、それぞれ第一指１０７、第二指１
０８、第三指１０９、第四指１１０及び第五指１１１の付け根から第二関節までの部位に
ある骨である。図１には、各基節骨１０２，１０３，１０４，１０５，１０６の向きを示
す線１１２，１１３，１１４，１１５，１１６も示される。
【００２２】
　また、図１には、掌部の法線と各基節骨とのなす角の例として、掌部の法線１０１と基
節骨１０４の軸の向き１１４とのなす角度１１７もあわせて示される。
【００２３】
　本発明の一実施形態による撮影装置は、所定の形状を有する支持部（支持部材）を備え
ることで、被験者の手を掌部の法線と各指の基節骨とのなす角が互いに異なる状態で支持
することができる。これにより、本発明の一実施形態による撮影装置は、撮影された画像
において各関節が重ならないように、複数の指の関節側部を同時に撮影可能な指の配置を
安定的に実現することができる。
【００２４】
　なお、掌部の法線は図１に示される一本の線に限られず、掌部の面に対して略垂直であ
るような同じ傾きを有する線を意味する。そのため、掌部の法線は、掌部の面に対して略
垂直であるような同じ傾きを有し、それぞれ各基節骨の向き・方向と交わるように、各指
に対して各々設定することができる。この場合、各法線は同じ傾きを有するため、同じ方
向に延在する。そのため、同じ傾きを有する各法線と各基節骨とのなす角度は、各基節骨
が１つの基準線に対してなす角度と等しいことが理解されることができる。ここで、図１
に示される掌部の法線１０１は、基節骨１０４の向き１１４とのなす角度を説明するため
に例示された法線である。
【００２５】
　以下、本発明の一実施形態による撮影装置を透過撮影用の光学系を用いて説明するが、
本発明による撮影は透過照明光を用いた透過撮影に限られず、反射照明光を用いた反射撮
影でも良いし、あるいは透過撮影と反射撮影を併用する構成であってもよい。
【００２６】
　図２は本発明の一実施形態による撮影装置２００の概略図である。
【００２７】
　図２に示すように、撮影装置２００には、光源２０１、支持部２０２、検出器２０３、
及び信号処理部（取得部）２０４が設けられている。また、信号処理部２０４には、制御
処理ＰＣ２０５及びモニタ２０６が設けられている。なお、図２には、支持部２０２に支
持された人体の手の指２０７及び指の爪２１０がさらに示されており、指２０７は指先の
方向から示されている。また、図２には、任意選択的な構成として、光学素子２０８，２
０９が示されている。
【００２８】
　光源２０１は、支持部２０２に支持されている手に対して近赤外光（約０．７乃至２．
５μｍ）を照射する。手に対して照射された近赤外光は、生体の透過率が高い発光波長を
有するため、手の指２０７等の部分を透過する。また、光源２０１が発する光は近赤外光
に限られず、生体の透過率が高い波長の光であれば良い。なお、撮影に近赤外光を用いる
場合には、被爆を防止する等の撮影に伴うリスクの低減を行うことができる。
【００２９】
　光源２０１としては、生体の透過率が高い近赤外の発光波長を有するＬＥＤなどを用い
ることが可能である。なお、光源２０１はＬＥＤに限られるものではなく、レーザーやＳ
ＬＤ（Super　Luminescent　Diode）であっても良い。安価で面積が大きく、光量が多い
光源を構成する場合には、ＬＥＤをアレイ状に配置した光源を用いることもできる。
【００３０】
　次に支持部２０２について説明する。支持部２０２は、掌部の法線と撮影対象となる各
指の基節骨とのなす角度が各指で互いに異なる状態で手の指２０７を支持することができ
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る。このため、光源２０１は、同時に複数の指２０７の複数の関節の側方に対して所定の
方向からの光を照射することができ、撮影装置２００は同時に複数の指２０７の複数の関
節を側方から撮影することができる。
【００３１】
　支持される手の具体的な支持状態の例を図３及び図４に示す。
【００３２】
　図３には、掌部３０１、第一指３０２、第二指３０３、第三指３０４、第四指３０５及
び第五指３０６が示されている。図３では、第一指３０２から第五指３０６が、掌部３０
１に対してそれぞれ異なる所定の角度で曲げられている。図３に示される支持状態では、
第一指３０２、第二指３０３、第三指３０４、第四指３０５及び第五指３０６は、第五指
３０６から第一指３０２に向かうにつれ順番に掌側へ曲がる角度が大きくなるような状態
で支持される。そのため、掌部の法線と各指３０２,…，３０６の基節骨とのなす角度が
互いに異なっている。
【００３３】
　図４は別の支持状態の例を示す。図４には、掌部４０１，第一指４０２，第二指４０３
，第三指４０４，第四指４０５，及び第五指４０６が示されている。図４においても、第
一指４０１から第五指４０６が、掌部４０１に対してそれぞれ異なる所定の角度で曲げら
れている。しかしながら、図４に示す支持状態では、第一指４０２，第二指４０３，第三
指４０４，第四指４０５及び第五指４０６は、第一指４０２から第五指４０６に向かうに
つれ順番に掌側へ曲がる角度が大きくなるような状態で支持される。このような支持状態
でも、掌部の法線と各指４０２,…，４０６の基節骨とのなす角度を互いに異ならせるこ
とができる。
【００３４】
　このような支持状態を実現するため、支持部２０２は手を所定の状態で支持するための
形状を有する。支持部２０２の形状としては、例えば図５に示すような形状とすることが
できる。なお、支持部２０２の構成としては、簡易な構成で軽量化が容易な手動制御用の
構成であってもよいし、自動制御や精密制御が容易な電動機構を有する構成であってもよ
い。なお、支持部２０２が電動機構を有する場合には、制御処理ＰＣ２０５によって支持
部２０２の形状を制御することができるように撮影装置２００を構成することができる。
【００３５】
　図５は、支持部２０２の構成例として、支持部５０１を示す。なお、図５において支持
部５０１に支持される指の例として、第二指５０６が示されている。
【００３６】
　図５に示す支持部５０１は螺旋階段状に構成されており、支持部５０１には指を配置す
る配置部５０２と回転軸５０３が設けられている。配置部５０２は水平な部位であり、指
を安定して配置するために用いることができる。配置部５０２は回転軸５０３を中心とし
て回転可能なように、直接に又は任意の部材を介して回転軸５０３に接続されている。ま
た、配置部５０２はその高さも可変であるように回転軸５０３に接続されている。すなわ
ち、支持部５０１は、螺旋階段状の形状の１段毎（配置部５０２毎）の高さ及び回転角が
可変であり、支持部５０１全体としての形状が可変である。そのため、支持部５０１では
、複数の配置部５０２間の互いに対する高さ及び互いになす角度５０７を変化させること
が可能である。これにより、被検者ごとに手の大きさや基節骨同士がなしうる角度等が異
なること及び撮影条件の違いに応じた、各指を支持する高さ及び基節骨同士のなす角５０
７の設定などを行うことができる。例えば、複数の指の第一関節の側部を同時に撮影する
場合には、基節骨同士のなす角度５０７をあまり大きくする必要はない。しかしながら、
複数の指の第二関節を同時に撮影したい場合には、第一関節の撮影の場合と比較して基節
骨同士のなす角度５０７としてより大きな角度を必要とする。そのため、各配置部５０２
を回転軸５０３のまわりで回転させることで、各配置部５０２に配置される指の基節骨同
士のなす角５０７を撮影すべき関節位置等に応じて調整することができる。したがって、
配置部５０２の位置関係を調整することで、掌部の法線と各基節骨とのなす角を調整する
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ことができる。
【００３７】
　また、撮影装置２００で透過撮影を行う場合には、配置部５０２を撮影光に対して透過
率が高い部材、例えばアクリル板等で構成することができる。この場合、配置部５０２を
遮光部材５０４で覆い、また配置部５０２の一部に遮光部材５０４が無い光透過部５０５
を設けることもできる。これにより、撮影装置２００は、配置部５０２に配置された指の
所定の部位のみを透過した光に基づいて撮影を行うことができ、不要な光による影響を抑
え、より明瞭な撮影画像を構成することができる。なお、透過撮影において、被験者の指
５０６の脇から漏れ出て検出器に到達する漏れ光（不図示）を抑制するため、光透過部５
０５の幅は被験者の指の幅よりも狭い形状に設定することができる。
【００３８】
　撮影装置２００で透過撮影を行う場合には、支持部２０２は、光源２０１と検出器２０
３の間に配置される。この場合、観察対象となる手が配置されていない状態、あるいは手
の内部で光が散乱されずに直進する場合には光源２０１から射出した光がそのまま検出器
２０３に到達する。そのため、この配置では、散乱体内で散乱を受けなかった光を検出器
２０３で検出することができる。したがって、撮影装置２００は、生体内で散乱を受けな
い光を抽出し鮮明な血管像を取得することができる。
【００３９】
　次に検出器２０３及び信号処理部２０４について説明する。
【００４０】
　検出器２０３は光源２０１から発せられる光の波長に対して感度を有する検出器である
。検出器２０３は、支持部２０２で支持された手を透過した光（透過光）を検出し、検出
した光に基づいて電気信号を生成する。検出器２０３は、生成した電気信号を信号処理部
２０４に送信し、信号処理部２０４の制御処理ＰＣ２０５は受信した電気信号に基づいて
手の特性情報を取得し、画像を構成する。構成された画像はモニタ２０６に送られ、モニ
タ２０６は構成された画像を表示する。
【００４１】
　検出器２０３としては、光源２０１から発せられる光の波長が１μｍ以下の場合には、
Ｓｉ系の光検出素子を有するカメラやビデオカメラなどを用いることができる。また、光
源２０１から発せられる光の波長が１μｍ以上の場合には、例えばＩｎＧａＡｓ系の光検
出素子を有するカメラやビデオカメラ等を検出器２０３として用いることができる。
【００４２】
　なお、検出器２０３のカメラレンズとして、カメラレンズの硝材が光源２０１から発せ
られる光の波長（光源波長）に対して高い透過率を有するカメラレンズを用いることがで
きる。同様に、光源波長に合わせてカメラレンズの無反射コーティングを最適化すること
もできる。
【００４３】
　制御処理ＰＣ２０５は、ＣＰＵ、ＭＰＵ、メモリ、及び任意の入力装置等を備えること
ができる。制御処理ＰＣ２０５は、検出器２０３からの信号の処理用に特化されたコンピ
ュータであっても良いし、信号の処理用のソフトウエアを備えた汎用のコンピュータであ
っても良い。また、制御処理ＰＣ２０５は、クラウド上のサーバ等で構成されていてもよ
い。
【００４４】
　撮影の際は、単一画像を撮影する他に、例えば複数の画像を撮影し、撮影画像を平均化
することで画像内のランダムノイズを抑制する処理などを施すこともできる。複数の画像
を撮影する方法としては、写真を連写する方法、あるいは動画を撮影しておき、動画から
各コマを単一画像として抽出する方法を用いることができる。さらに、制御処理ＰＣ２０
５で画像を積算する際には単純な加算平均により画像を平均化する処理を行っても良いし
、複数枚の画像撮影の間に被験者の手が動く場合を想定して、画像処理による位置合わせ
処理を併用した処理を行っても良い。
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【００４５】
　また、手の複数の関節を同時に撮影するため、各関節から検出器２０３までの距離が関
節ごとに互いに異なることが想定される。そのため、検出器２０３として用いられている
カメラは、撮影時にその被写界深度内に撮影対象となる複数の関節がすべて収まるように
撮影を行うことができる。あるいは、ピント位置、すなわちフォーカス位置をずらして高
速に複数回連写する撮影方法を用いることも可能である。
【００４６】
　また、本実施形態による撮影装置２００の用途は、撮影対象となる手のすべての指のす
べての関節を同時に撮影する用途に限られない。本実施形態による撮影装置２００は、例
えば親指（第一指）以外の指の関節だけを撮影する、あるいは人差し指（第二指）と中指
（第三指）と薬指（第四指）の関節を撮影する、などの一部の関節を撮影する用途にも用
いることができる。注目領域（撮影対象）となる関節の数が少ない場合は、照射光の照射
領域や検出器での撮影領域も注目領域に併せて限局することで、迷光の抑制や必要な被写
界深度の低減を行うことができる。
【００４７】
　本実施形態による撮影装置２００は、支持部２０２を用いて、掌部の法線と撮影対象と
なる各指２０７の基節骨とのなす角度が基節骨同士で互いに異なる、手の支持状態を実現
可能である。そのため、光源２０１は、支持部２０２が掌部の法線と各指２０７の基節骨
とのなす角が互いに異なるように手を支持した状態で、異なる指の複数の関節の側部に対
して光を照射することができる。すなわち、撮影装置２００は、支持部２０２が掌部の法
線と各指２０７の基節骨とのなす角が互いに異なるように各指２０７を支持した状態で、
異なる指の複数の関節の側部を同時に撮影することができる。撮影装置２００は、手の指
の複数の関節を同時に側方から撮影可能であるため、短時間で複数の指関節の状態を評価
することができ、患者や医師の負荷を低減することができる。
【００４８】
　また、図２に示すように、光源２０１の前に拡散板等の光学素子２０８を配置すること
で、観察物体、すなわち人体の手へ照射する光の強度分布を平坦化することができる。観
察対象の血管が深い部位にある場合には、血管周囲の脂肪層などの生体内の散乱組織によ
って照射光が散乱されるため、検出器２０３で検出した光に基づく血管像がぼけて薄くな
り、撮影画像には血管がかすかな暗部として写る。そのため、撮影画像上の輝度分布を、
血管による僅かな光吸収に起因するものと、照射光源自体が持っている空間的な光強度分
布に起因するものとに識別することが難しい場合がある。そこで、撮影画像上の輝度分布
を、血管による僅かな光吸収に起因するものと、照射光源自体が持っている空間的な光強
度分布に起因するものとに識別し易くするためにも、光学素子２０８等を用いて照射光源
の光強度分布をなるべく少なくすることができる。
【００４９】
　さらに、光源２０１と手との間に、及び手と検出器２０３の間に偏光板を挿入すること
もできる。これにより、照明光を或る偏光成分に限定し、被験物体を透過した光のうち偏
光を維持している成分と偏光を解消している成分の弁別することができる。生体内組織で
散乱を受けていない光は偏光成分が維持されているため、この観察手法により、無偏光撮
影と比較して生体内散乱による像のボケの影響を抑制した画像取得を行うことができる。
【００５０】
　本実施形態による撮影装置２００では、ＬＥＤ光源を用いたが、生体のように光の散乱
率や吸収率が高く、光の透過率が低い物体を透過照明するために、照射スポット径が小さ
い高輝度光源として、レーザー光源を用いることもできる。レーザー光源は、照射位置を
精密に制御、規定できるため、透過照明及び反射照明どちらにも用いることができる。
【００５１】
　また、レーザー光はコリメートすることができるため、レーザー光源を用いて散乱体を
平行光束で照明することが可能である。散乱体内で散乱された光（散乱光）は入射方向と
異なる方向に伝搬するため、伝搬方向で散乱を受けなかった光（直進光）と散乱光を弁別
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可能である。直進光成分を抽出し画像を構成すれば、散乱光の影響を抑制したボケの少な
い血管像を構成可能である。また、反射照明を行う場合においても、平行光束を散乱体表
面に垂直に入射させ、散乱体内で一度だけ後方散乱を受けて散乱体から垂直に戻る光を検
知し画像化することで、散乱光の影響を抑制した画像を構成することが可能である。
【００５２】
　さらに、手に照射される光の波長（光源波長）は単一波長でも良いし、あるいは異なる
波長の光を発する複数の光源を用いて、それぞれの波長に切り替えて撮影を行うこともで
きる。なお、発する光の波長を異なる波長に切り替えることができる光源を用いても良い
し、同時に複数の波長で発光する光源を用いても良い。同時に複数波長の光を手に照射す
る場合には、検出器の手前の光路で、図２に示すような波長カットフィルタ等の光学素子
２０９によって撮影に用いる波長（撮影波長）の切り替えを行っても良い。この場合、撮
影波長として、被検者の手の透過率及び散乱率、並びに血液の光吸収スペクトル等を考慮
し、血管像のコントラストが最も高くなる波長を選択することできる。
【００５３】
　また、支持部２０２に関しては、撮影された画像に基づいて支持部２０２の形状を手動
又は自動で制御するように撮影装置２００を構成することもできる。
【００５４】
　例えば、手の動画を撮影し、当該動画に基づいて支持部２０２の形状制御を行うことが
できる。この場合には、まず光検出部２０３が動画撮影を行う。そして、制御処理ＰＣ２
０５が光検出部２０３からの電気信号を取り込んで動画データを作成し、動画データを解
析し、撮影対象となる関節同士が重なり無く撮影できているかの判定をリアルタイムで行
う。術者又は制御処理ＰＣ２０５は、当該判定結果に基づいて、支持する手の各指の関節
の側方が同時に撮影可能となるように、支持部２０２の形状制御を行うことができる。な
お、関節の重なりの判定は、撮影された動画に基づいて術者が行うこともできる。
【００５５】
　また、仮撮影（当たり撮影）を行って静止画像を取得し、この静止画像に基づいて各指
の関節の側方が同時に撮影可能となるような適切な手の支持形状、すなわち撮影対象とな
る関節同士の重なりの無い支持形状を見出すこともできる。この場合には、まず光検出部
２０３で当たり撮影を行う。そして、制御処理ＰＣ２０５が光検出部２０３からの電気信
号を取り込んで静止画像データを作成し、静止画像データを解析し、撮影対象となる関節
同士が重なり無く撮影できているかの判定を行う。術者又は制御処理ＰＣ２０５は、関節
同士が重なっていると判定した場合、取得された静止画像に基づいて支持する手の各指の
関節の側方が同時に撮影可能となるように、支持部２０２を形状制御することができる。
なお、関節の重なりの判定は、撮影された静止画像に基づいて術者が行うこともできる。
【００５６】
　さらに、上記実施形態では、支持部２０２の形状の例として図５に示す支持部５０１を
挙げた。しかしながら、支持部２０２の形状はこれに限られない。図６及び７は、支持部
２０２の形状の別例である支持部６０１，７０１をそれぞれ示す。
【００５７】
　図６は、指全体を支持する形状ではなく、指の先端部分、すなわち指の先端から第一関
節までの間の部分のみを支持する形状を有する支持部６０１を示す。図６は、各指を支持
するための支持部（指支持部）６０１、掌部６０２、第一指６０３、第二指６０４、第三
指６０５、第四指６０６及び第五指６０７を示す。
【００５８】
　支持部６０１はその位置や向き、高さが可変であるように構成されている。支持部６０
１を用いて左手を支持する場合、掌部６０２から伸びる第一指６０３から第五指６０７の
先端のみが支持部６０１によって支持される。この時、各支持部６０１のそれぞれの位置
、高さ及び各指を迎え入れる向きを適切に調節することにより、各指の基節骨が掌部の法
線に対してなす角度を互いに変化させ、互いに異ならせることが可能である。
【００５９】
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　支持部６０１の構成では、撮影対象となる関節に対して照射される照射光の光路を支持
部が遮る面積を小さくするあるいは無くすことが可能であり、支持部の部材の選択自由度
が広がるという利点がある。また、支持部の部材の透過率スペクトルを考慮する必要が無
いため、照明光の波長選択性の自由度も増大するという利点がある。さらに、支持部の軽
量化も容易に行うことができる。
【００６０】
　また支持部６０１の構成の場合、例えば照明光としてレーザー光などの細径コリメート
光を用いることで、指と指の間から検出器２０３側に漏れる光を抑制できる。
【００６１】
　さらに、支持部２０２を図７に示す支持部７０１のように構成することもできる。図７
は、支持部７０１が左手を支持している様子を表す模式図である。図７は、支持部７０１
、第一指７０２、第二指７０３、第三指７０４、第四指７０５、第五指７０６及び駆動部
材７０９を示す。
【００６２】
　図７に示す支持部７０１は円錐面を有する形状に形成されている。支持部７０１は例え
ば薄いアクリル板など、照明光に対して高い透過率を有し、且つ変形可能な光学部材で構
成することができる。撮影装置によって透過撮影を行う場合には、この円錐面の下部より
照明光を照射し、被検者の手の各指を通り抜けた光を検出器で検知する。この場合には、
各指７０２，…，７０６が支持部７０１の斜面（円錐面）７１０に沿って配置されるため
、斜面７１０に従って掌部に対して各指の曲がる角度を互いに異ならせることができる。
そのため、掌部の法線と各指の基節骨とのなす角度を互いに異ならせることができる。
【００６３】
　この支持部７０１の斜面７１０が略水平な支持部７０１の底面となす角度を４５度より
も小さくすることもできる。これは、斜面７１０の角度が４５度よりも小さいと、複数関
節が互いに重なることなく同時に撮影可能な状態を作り易いためである。
【００６４】
　また、支持部７０１の端部７０７，７０８の間には両端部を結ぶ駆動部材７０９が設け
られており、駆動部材７０９は支持部７０１の端部７０７，７０８の間隔を変化させるこ
とができる。すなわち、支持部７０１は駆動部材７０９を用いて形状が可変であるように
構成されている。各指は斜面７１０に沿って配置されるため、駆動部材７０９により支持
部７０１の斜面７１０の曲率半径を変化させることで、支持される手の指の基節骨同士が
なす角度を変化させることができる。
【００６５】
　なお、支持部２０２の例として、支持部５０１，６０１，７０１について説明したが、
支持部の形状はこれらに限られない。支持部の形状は、掌部の法線と撮影対象となる各指
の基節骨とのなす角度が各指で互いに異なる状態で手の指２０７を支持することができる
形状であればよい。また、支持部の形状が可変である場合には、被験者の手の大きさや基
節骨の可動範囲の違いや撮影条件の違いに応じて支持部の形状を変更することができる。
また、支持部５０１、６０１では掌部の法線と各基節骨とのなす角度の調整はすべての指
に対して可能であってもよいし、また装置構成の簡略化のために一部の指に対して可能で
あってもよい。
【００６６】
　また、本実施形態による撮影装置２００では、支持部２０２の下方に光源２０１を配置
し、支持部２０２の上方に検出器２０３を配置したが、撮影装置における光源及び検出器
の配置はこれに限られない。例えば、図２に示す撮影装置２００において、光源２０１と
検出器２０３の位置を入れ替えた配置も可能である。
【００６７】
　さらに、撮影装置の構成は、図２に示す撮影装置２００のように光源２０１から検出器
２０３までの光路が略鉛直方向である構成に限られず、光路が水平方向である構成として
も良い。
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【００６８】
　また、本実施形態による撮影装置２００では、手を透過した光を検出するために光源２
０１及び検出器２０３が互いに対向するように配置されている。しかしながら、光源及び
検出器の配置はこれに限られない。例えば、光源から射出された光が支持部まで伝搬する
方向と、手から射出した光が検出器まで伝搬する方向が異なっていても良い。このような
配置では、前述の配置とは逆に、検出器は散乱体内で散乱されて伝搬方向が入射方向から
変化した光を検出することができる。したがって、生体内で散乱した光による血管画像を
取得したい場合などに、このような配置を有する撮影装置を用いることができる。
【００６９】
　また、光源２０１からの光が手を照射することなく撮影装置２００の内部で反射・散乱
し迷光となって検出器２０３に到達する事を抑制するために、光源２０１の周囲あるいは
支持部２０２の周囲を暗幕などで囲うことができる。さらに、撮影装置２００全体を小型
暗室等で囲い、小型暗室の内壁面を、低反射の暗幕や植毛紙で構成することや、低反射塗
料などで塗装した内面とすることもできる。
【００７０】
　なお、撮影装置２００では、検出器２０３が生成した電気信号に基づいて、信号処理部
２０４の制御処理ＰＣ２０５が手の特性情報を取得し画像を構成する。しかしながら、当
該処理を撮影装置２００の外部に設けた処理装置（取得部）で行うこともできる。この場
合、信号処理部２０４は検出器２０３が生成した電気信号を撮影装置２００の外部に設け
た処理装置に送信し、処理装置が当該電気信号に基づいて手の特性信号を取得し画像を構
成して、構成した画像を信号処理部２０４に送信する。信号処理部２０４は受信した画像
をモニタ２０６に表示する。なお、構成した画像を他のモニタ等に送信して当該他のモニ
タで画像を表示させるように処理装置を構成しても良い。また、撮影装置２００の外部に
設けた処理装置において、構成した複数の撮影画像の平均化や位置合わせ等の画像処理を
行ったり、構成した撮影画像に基づいて照明光等の撮影条件の制御に関する情報を生成し
たりすることもできる。さらに、構成した撮影画像に基づいて被検体支持具２０２の形状
制御に関する情報を生成し、制御処理ＰＣ２０５に送信するように当該処理装置を構成す
ることもできる。これらの場合、術者や制御処理ＰＣ２０５は処理装置から送られてくる
情報又はモニタに表示された情報に基づいて、撮影条件の制御や被検体支持具２０２の形
状制御を行うことができる。なお、当該処理装置は例えばＬＡＮやＷＡＮ等を介して接続
されたサーバや汎用のコンピュータ等を用いて構成することができる。
【００７１】
　さらに、撮影装置２００は、支持部として上述のような立体的な形状の支持部２０２の
他に、平面状の支持部を別途備えることができる。平面状の支持部上に手を配置した状態
でさらに手を撮影することで、手の関節を掌側あるいは手の甲側から撮影することができ
る。したがって、立体的な支持部と平面的な支持部を併用することで、指の関節を手の側
方から、更には手の甲側及び掌側からも撮影することができる。
【００７２】
　また、図２に示す形状の支持部２０２の場合には、手の置き方を変え、指の腹に対して
垂直に光を照射することもできる。
【００７３】
　図１０は、この場合の撮影装置の概略図である。図１０は、図２に示す撮影装置２００
と同様の撮影装置１０００を示す。図１０に示される撮影装置１０００には、光源１００
１、支持部１００２、検出器１００３、信号処理部１００４、及び光学素子１００８，１
００９が設けられ、信号処理部１００４には、制御処理ＰＣ１００５及びモニタ１００６
が設けられている。図１０には、支持部１００２に支持された人体の手の指１００７及び
指の爪１０１０がさらに示されている。
【００７４】
　図１０に示すように、手の置き方を掌が光源１００１の方を向くように変えることで、
指の腹に対して垂直に光を照射することができる。この場合には、検出器１００３が、指
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の腹に対して垂直に照射されて手を透過した光を検出することで、関節を掌側から撮影す
ることが可能である。また、手の置き方を手の甲が光源１００１の方を向くように変える
ことで、指の背に対して垂直に光を照射することができ、関節を手の甲側から撮影するこ
とができる。
【実施例１】
【００７５】
　以下、図８を参照して、本発明の実施例１による撮影装置について説明する。図８は、
本実施例による撮影装置８００を示す概略図である。また、本実施例による撮影装置８０
０における支持部８０２の形状と同様の支持部の形状を示す図として図５を参照する。
【００７６】
　本実施例による撮影装置８００には、光源８０１、支持部８０２、撮影カメラ８０３、
光源駆動電源８０４、制御処理ＰＣ８０５、及びモニタ８０６が設けられている。また、
図８には指８０７も示されており、指８０７は指先の方向から示されている。さらに、図
８には任意選択的な構成として、偏光子８０８，８０９が示されている。
【００７７】
　光源８０１は、手に対して波長９４０ｎｍの光を照射し、撮影カメラ８０３は手を透過
した光（透過光）を検出し、検出した光に基づいて電気信号を生成する。ここで、光源８
０１は波長９４０ｎｍの光を発するＬＥＤをアレイ状に並べたものであり、撮影カメラ８
０３は波長９４０ｎｍの光に感度を有している。
【００７８】
　支持部８０２は、光源８０１と撮影カメラ８０３との間に配置され、被験者の手を所定
の支持状態で支持する。支持部８０２は、図５に示す螺旋階段状の形状を有し、指８０７
を配置するための５つの配置部８１１を備える。また、支持部８０２は、図５中の配置部
５０２同士のなす角度５０７に対応する、配置部８１１同士のなす角度を変化させること
が可能なように、配置部８１１が回転軸５０３に対応する回転軸を中心として回転可能に
構成されている。さらに、支持部８０２は、各配置部８１１の高さも変更することができ
るように構成されている。なお、支持部８０２の配置部８１１は遮光部８１０を有し、配
置部８１１のその他の部位は近赤外光の透過率が高いアクリル板を素材として用いて構成
されている。これにより、撮影装置８００は、配置部８１１に配置された指８０７の所定
の部位のみを透過した光に基づいて撮影を行うことができ、不要な光による影響を抑え、
より明瞭な撮影画像を構成することができる。
【００７９】
　制御処理ＰＣ８０５は、撮影カメラ８０３で生成した電気信号を取り込む。制御処理Ｐ
Ｃ８０５は、取り込んだ電気信号に基づいて画像データを生成し、生成した画像データを
モニタ８０６に表示する。これにより、術者はモニタ８０６に表示される手の指８０７の
撮影結果を確認することができる。さらに複数の関節の位置関係を変化させて撮影する場
合には、手動又は自動で支持部８０２の形状を変化させて、支持部８０２によって掌部の
法線と各指の基節骨とのなす角度が各指で互いに異なる状態で手を支持して、再度撮影を
行う。
【００８０】
　制御処理ＰＣ８０５は生成した画像データに基づいて画像の輝度を適切に調整する。制
御処理ＰＣ８０５は、撮影画像内の注目領域を設定し、この領域内の最大輝度が撮影カメ
ラ８０３を飽和させないように、すなわち撮影カメラ８０３の所定の飽和閾値を超えない
ように、光源駆動電源８０４を用いて光源８０１の光量を制御することができる。また、
制御処理ＰＣ８０５は、撮影カメラ８０３の感度や露出時間を適切に調節することができ
る。
【００８１】
　また、制御処理ＰＣ８０５は、撮影カメラ８０３を用いて連続して１０枚の画像を撮影
した後、画像の加算平均処理を行うことで、撮影カメラ８０３等が有するランダムノイズ
を低減させることができる。この際、制御処理ＰＣ８０５は、画像内の特徴点として、例
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えば指の輪郭や特徴的な血管構造を抽出し、当該特徴点に基づいて、撮影した１０枚の画
像の位置合わせを行ってから加算平均処理を行う。これにより、制御処理ＰＣ８０５は、
ランダムノイズの低減された、より正確な画像を構成することができる。
【００８２】
　撮影装置８００によって被験者の手を撮影する手順について概略的に述べる。撮影時に
は、まず、被験者の手を支持部８０２上に配置する。次に光源８０１で手に対して光を照
射し、撮影カメラ８０３によって被験者の手を透過した光を検出し、検出光に基づいて電
気信号を生成する。その後、生成された電気信号に基づいて、制御処理ＰＣ８０５で電気
信号を処理して撮影画像を構成する。
【００８３】
　この際、制御処理ＰＣ８０５は、撮影画像に基づいて撮影対象となる関節が重なり無く
撮影可能な配置になっているかを判定する。もし、制御処理ＰＣ８０５が撮影対象となる
関節が重なっていると判定した場合には、術者は、関節をすべて同時に重なり無く撮影可
能となるように支持部８０２の形状を変化させて、再度撮影を行う。そのため、撮影装置
８００は、撮影対象となる関節をすべて同時に重なり無く撮影可能とした状態で関節の画
像を撮影することができる。なお、支持部８０２を電動の構成とする場合には、制御処理
ＰＣ８０５が、関節の重なりの判定に基づいて支持部８０２の形状を自動的に変化させる
こともできる。この場合、制御処理ＰＣ８０５は、撮影画像において撮影対象となる関節
が重なっている場合には、撮影対象となる関節をすべて同時に重なり無く撮影可能となる
ように支持部８０２の形状を変化させる。なお、撮影画像に基づく関節の重なりの判定は
、制御処理ＰＣ８０５の代わりに術者によって行われることもできる。
【００８４】
　本実施例による撮影装置８００によれば、支持部８０２を用いて、掌部の法線と基節骨
とのなす角度が基節骨同士で互いに異なる、手の支持状態を実現可能である。そのため、
光源８０１は、支持部８０２が掌部の法線と各指８０７の基節骨とのなす角が互いに異な
るように手を支持した状態で、異なる指の複数の関節の側部に対して光を照射することが
できる。したがって、本実施例による撮影装置８００は、手の指８０７の複数の関節を同
時に側方から撮影可能であり、短時間で複数の指関節の状態を評価することができ、患者
や医師の負荷を低減することができる。
【００８５】
　さらに、手を手の甲側あるいは掌側から垂直に撮影するために、支持部８０２を不図示
の平面状の支持部に交換して、撮影対象となる手の関節を再度撮影することができる。こ
のようにして撮影された撮影画像により、術者が、手の複数の関節について側方、掌側及
び手の甲側から状態を把握することできる。
【００８６】
　また、本実施例による撮影装置８００では、光源８０１と指８０７の間に偏光子８０８
が配置され、撮影カメラ８０３と指８０７との間に偏光子８０９が配置されることができ
る。この場合、撮影装置８００は、光源８０１を出て偏光子８０８及び撮影カメラ８０３
の前の偏光子８０９を通る光によって撮影対象となる関節を撮影することができる。当該
撮影は、偏光子８０８と偏光子８０９を用いて、クロスニコルとオープンニコルでそれぞ
れ行われ、撮影した画像は制御処理ＰＣ８０５によって互いに比較される。当該構成によ
り、照明光を或る偏光成分に限定し、撮影対象となる指８０７を透過した光のうち偏光を
維持している成分と偏光を解消している成分の弁別することができる。生体内組織で散乱
を受けていない光は偏光成分が維持されているため、この観察手法により、無偏光撮影と
比較して生体内散乱による像のボケの影響を抑制した画像取得を行うことができる。
【実施例２】
【００８７】
　実施例１による撮影装置８００では、透過撮影用の光学系を用いて手の指の関節の撮影
を行う構成とした。これに対し、撮影装置に反射撮影用の光学系を用いることも可能であ
る。以下、図９を参照して反射撮影用の光学系を用いた本発明の実施例２による撮影装置
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について説明する。なお、支持部の形状制御や、制御処理ＰＣによる画像処理や照明光の
制御等は実施例１による撮影装置８００での制御及び処理等と同様であるため、相違点を
中心として説明する。
【００８８】
　図９は、本実施例による撮影装置９００の概略図である。図９に示された撮影装置９０
０には、広帯域光源９０１、支持部９０２、撮影カメラ９０３、光源制御装置９０４、制
御処理ＰＣ９０５、モニタ９０６、照射光光学系９０８、及びバンドパスフィルタ９０９
が設けられている。
【００８９】
　広帯域光源９０１は８００ｎｍから８８０ｎｍの波長の光を指９０７に対して照射する
。広帯域光源９０１の前には、照明光光学系９０８が設けられており、照明光光学系９０
８は広帯域光源９０１からの照射光を平行光束に近づけることができる。
【００９０】
　広帯域光源９０１から照射された光は手の指９０７によって反射され、反射された光は
撮影カメラ９０３によって検出される。この際、撮影カメラ９０３の前にあるバンドパス
フィルタ９０９によって、指９０７により反射された光から８８０ｎｍの波長を有する光
を選択することができる。撮影カメラ９０３は当該選択された光を検出し、検出した光に
基づいて電気信号を生成する。
【００９１】
　撮影カメラ９０３によって生成された電気信号は制御処理ＰＣ９０５に送られ、制御処
理ＰＣ９０５は当該電気信号に基づいて撮影画像を生成する。
【００９２】
　広帯域光源９０１からの光が手の指９０７によって反射される際には、撮影される画像
において、撮影対象となる関節同士が重ならないように支持部９０２が手を支持する。
【００９３】
　上記構成により、本実施例による反射光学系を用いた撮影装置９００においても、光源
９０１は、支持部９０２が掌部の法線と各指の基節骨とのなす角が互いに異なるように手
を支持した状態で、異なる指の複数の関節の側部に対して光を照射することができる。し
たがって、本実施例による撮影装置９００においても手の指の複数の関節を同時に側方か
ら撮影可能である。
【００９４】
　さらに、バンドパスフィルタ９０９を、８００ｎｍの波長を有する光を選択透過するフ
ィルタに交換して撮影を行うことより、異なる波長での光による画像情報を取得すること
も可能である。
【００９５】
　また、バンドパスフィルタ９０９は、８００ｎｍ又は８８０ｎｍの波長を有する光を透
過するものに限られず、任意の波長の光を選択透過するように構成することができる。な
お、バンドパスフィルタの配置位置は撮影カメラ９０３の直前に限られず、広帯域光源９
０１から指９０７の間の光路中にバンドパスフィルタを配置しても良い。
【００９６】
　なお、バンドパスフィルタ９０９を撮影カメラ９０３の直前に配置する場合、偏光子を
併せて用いても良い。これにより、光源９０１から照射された光が指表面で正反射された
成分に基づく画像上のテカリの写り込みを抑制することが可能である。
【００９７】
　また、図９に示すように、例えば撮影対象を第一指（親指）以外の第二指（人差し指）
、第三指（中指）、第四指（薬指）及び第五指（小指）に限局することも可能である。な
お、撮影対象の限局は反射撮影だけでなく透過撮影においても可能である。
【００９８】
　以上、実施形態及び実施例を参照して本発明について説明したが、本発明は上記実施形
態及び実施例に限定されるものではない。本発明の趣旨に反しない範囲で変更された発明
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、及び本発明と均等な発明も本発明に含まれる。また、上述の各実施形態及び実施例は、
本発明の趣旨に反しない範囲で適宜組み合わせることができる。
【符号の説明】
【００９９】
１０１： 掌部の法線、１０２：第一指の基節骨、１０３：第二指の基節骨、１０４：第
三指の基節骨、１０５：第四指の基節骨、１０６：第五指の基節骨、１１７：掌部の法線
と第三指の基節骨とのなす角、２００：撮影装置、２０１：光源、２０２：支持部、２０
３：検出器、２０４：信号処理部、指：２０７

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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